


 

事 務 連 絡 

令和元年10月24日 

 

オリパラ関係業務担当課室 御中 

 

内閣官房副長官補室 

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局 

 

民間関係者における2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を 

契機とした風しん・麻しんに関する特別対策の実施について（依頼） 

 

 

 平素から、各府省庁におかれましては、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた各般の取組について御理解及び御協力をいただき、誠

にありがとうございます。 

 さて、職場における風しん・麻しん対策については、人事院から平成31年２

月に「職場における風しんの追加的対策について（通知）」が発出されるなど

により、各府省庁において、必要な検討・対応がなされてきたところですが、

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、今後、さらに多く

の外国人が訪日されることを踏まえ、令和元年８月１日に開催された、「2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関する関

係省庁等連絡会議」（以下「連絡会議」という。）において取りまとめられた

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関

する推進計画」において、「東京大会の成功に向けて、感染症対策に万全を期

すため、特に多くの訪日外国人と接する機会のある者や感染した場合に大会運

営等に悪影響を及ぼす可能性のある者に対し、風しん・麻しんへの感染リスク

を一層低下させることを目的として、風しん・麻しんに関する特別な対策（以

下「特別対策」という。）を講じる」こととされたところです。 

そこで、関係する府省庁において、訪日外国人と接する機会の多い業務に従

事する民間団体・企業の職員・従業員等について、風しん・麻しんの感染リス

クを一層低下させる観点から、下記の対応を実施いただくよう関係団体等を通

じ、当該団体・企業に対する働きかけを行っていただくよう、お願いいたしま

す。 
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１．特別対策の基本的な考え方 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、多くの

外国人が訪日することが見込まれる中で、 

① 大会運営者等であって、感染することで大会運営等に著しい悪影響を及 

ぼす可能性のある者 

 ② 訪日外国人と接する機会の多い業務に従事する者 

に対して、現在の風しん・麻しん対策に加え、感染リスクをさらに低下する

ための対策（特別対策）を講ずるものである。なお、②については、2020年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、多くの外国人が

訪日することが見込まれることを踏まえ、特別対策を行うとの観点から、競

技会場が集中する東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に所在する事業所（上

記一都三県以外であって、選手村（分村）や競技会場周辺に所在する事業所

も対象に含む。）の従業員を主な対象とする。 

 

 

２．特別対策の対象となる職員・従業員等 

（1）対象年齢層 

特別対策の対象となる職員・従業員等（以下「職員等」という。）は、

令和２年４月２日の時点で満30歳以上となる者とする。 

（2）予防接種歴等 

風しん及び麻しんのいずれか又は両方について、り患歴が確認できない

者であって、予防接種歴が一度も確認できない者とする。この場合におけ

る「確認できない者」とは、母子手帳等でり患歴や予防接種歴（以下「り

患歴等」という。）が確認できない場合であって、本人又は家族等がり患

歴等を明確に記憶していない場合とする。 

   なお、令和元年４月時点で40歳から57歳の男性であって、厚生労働省が

実施する「風しんの追加的対策」に基づき、ワクチンを接種した者は対象

から除くものとする。 

（3） 業務の範囲 

民間の団体・企業の職員等であって、特別対策の対象となる者の業務の

範囲は、次の掲げる業務のいずれかに従事する者（具体的には別紙のとお

り）とする。 

① 大会運営者等であって、風しん・麻しんに感染することで、大会運営

等に著しい悪影響を及ぼす可能性がある者 



 

② 東京大会関係業務に従事する職員等であって、多数の訪日外国人と接

する機会のある者 

③ 訪日外国人と接する機会の多い業種に従事する職員等であって、日常

的に訪日外国人と接する機会のある者 

なお、②、③にある「訪日外国人と接する機会のある者」とは、訪日外

国人と会話する距離の範囲で従事する者、又は車内等の閉鎖空間で訪日外

国人と一定時間を共有する者をいうものとする。 

また、特別対策の対象となる職員等に該当するか否かの個別の判断（感

染することで大会運営等に著しい悪影響を及ぼす可能性のある者か否か、

訪日外国人と接する機会のある者か否か）については、それぞれの団体・

企業において行うものとする。 

 

３．取組内容 

(1) 大会運営者等であって、風しん・麻しんに感染することで、大会運営

等に著しい悪影響を及ぼす可能性がある者及び東京大会関係業務に従事

する職員等であって、多数の訪日外国人と接する機会のある者（２(3)①

又は②に該当する者）に係る取組 

関係府省庁から、関係団体等を通じて、特別対策の対象となる団体・

企業に対し、次に掲げる取組を行うことを要請すること。 

① 特別対策の対象となる職員等に対し、風しん・麻しんのり患歴、予

防接種歴の確認を実施すること 

② 風しん・麻しんのり患歴等の確認ができない者については、令和２

年５月末までにMRワクチンの予防接種を実施するよう、推奨すること。

なお、「風しんの追加的対策」によるクーポン事業の活用が可能な者

については、クーポン事業を活用して、抗体検査・予防接種を実施す

ること 

③ オリパラ関係業務には、り患歴等の確認ができた職員等を従事させ

るよう努めること 

また、②の場合において、対象職員等が予防接種等を円滑に実施でき

るよう、就業面での配慮を行うこと。 

(2) 訪日外国人と接する機会の多い業種に従事する職員等であって、日常

的に訪日外国人と接する機会のある者（２(3)③に該当する者）に係る

取組 

関係府省庁から、関係団体等を通じて、特別対策の対象となる企業

に対し、当該企業の従業員に関して、風しん・麻しんの感染リスクを

低下する取組に向けた協力を依頼すること。具体的な取組例は以下の



 

とおり。 

① 日常的に訪日外国人と接する機会のある者のうち、「風しんの追

加的対策」によるクーポン事業の活用が可能な者について、クーポ

ン事業を活用して、抗体検査・予防接種を実施するよう勧奨するこ

と 

 ② 日常的に訪日外国人と接する機会のある者に対し、風しん・麻し

んのり患歴、予防接種歴の確認を実施するとともに、その結果を踏

まえ、MRワクチンの予防接種の実施を促すこと 

 ③ 日常的に訪日外国人と接する機会のある業務について、30歳未満

の者やり患歴等の確認ができた者を従事させるよう努める等の配慮

を行うこと 

 ④ その他、手洗いの励行等風しん・麻しんの感染リスク低減に向け

た取組の実施 等 

 

 

【問合せ先】 
            内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局 

 TEL: 03-3581-4207 

  MAIL： 

安達企画官（yoshihiro.adachi.u7b@cas.go.jp） 

秋元参事官補佐（masahiro.akimoto.y3k@cas.go.jp） 

永井企画調整担当（kohei.nagai.z8w@cas.go.jp） 

二ノ方主査（kishin.ninokata.b6s@cas.go.jp） 



【機密性2情報】

（別紙）特別対策の対象者の範囲（民間関係者）

対象者種別 具体的対象者 職務内容 担当課室

組織委員会職員

競技関係者（選手、コーチ、スタッフ等）

JOC（日本オリンピック委員会）職員

JPSA（日本障がい者スポーツ協会）職員

JSC（日本スポーツ振興センター）職員

空港会社職員

航空会社職員

鉄道会社職員

バス会社職員

タクシー会社職員

空港売店職員

免税店職員

ホテル職員

旅館職員

JNTO認定観光案内所職員

百貨店職員

ショッピングセンター職員

大規模集客施設職員 経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課

※上記以外にも特別対策が必要と考えられる職員がいる場合には、各府省庁において判断の上、民間企業等に対し対策を要請

訪日外国人と接する機会の多い業種に従事する職員等

日常的に訪日外国人と接する機会のある者

※2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、多

くの外国人が訪日することが見込まれることを踏まえ、特別対策を行うと

の観点から、競技会場が集中する東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に所

在する事業所（上記一都三県以外であって、選手村（分村）や競技会場周

辺に所在する事業所も対象に含む。）の従業員を主な対象とする。

国土交通省総合政策局安心生活政策課

観光庁国際観光課

観光庁国際観光課

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課

ー

東京大会関係業務に従事する職員等 多数の訪日外国人と接する機会のある者

大会運営者等であって、風しん・麻しんに感染することで、

大会運営等に著しい悪影響を及ぼす可能性のある者
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課

スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課

選手村（分村を含む）・競技会場内外の委託業者等

（警備員、誘導員、売店・食堂スタッフ、要人・競技関係者等輸送車両

スタッフ等）


